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４．下水道地震対策促進への提言 

 我が国では、図４－１に示すように毎年のように震度６弱以上の地震が発生しているととも

に、東海地震、東南海地震、南海地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の海溝型地震や多

数の活断層による直下型地震などの大規模地震がいつ発生してもおかしくない状況であると言

われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 過去の大規模地震の震源と海溝型地震想定震源域 

 

このため、下水道管理者は、下水道施設が大規模地震において被災した際の社会的影響につ

いても十分認識した上、下水道地震対策計画を早急に策定する必要がある。 

なお、下水道施設が被災した場合の社会的影響としては、以下のような項目が考えられる。 

・処理場・汚水ポンプ場からの未処理下水の流出による公衆衛生への影響 

・トイレ使用不可による住民生活への影響 

・雨水ポンプ場の排水機能喪失時の降雨による浸水被害 

・緊急輸送道路下及び軌道下の管路の陥没被災による二次災害 

・都市機能集積地区における管路の陥没、マンホールの浮上による交通機能及び社会経済活

動への影響 

・施設の倒壊、爆発による二次災害 
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また、効率的な復旧作業の実施するために、下水道台帳等の下水道施設データの蓄積及び速

やかな活用が可能な整理（電子化など）を推進することが重要である。 

さらに、効率的な被害想定を実施するために、日常業務で得られる土質調査結果・老朽化度

調査結果・耐震診断結果などのデータを一元管理するとともに、随時、更新することが必要で

あり、このことが維持管理の効率化にも大きく寄与する。 

 


